
手
形
・
小
切
手
に
つ
い
て（
２
）

　
約
束
手
形
の
基
本
的
な
行
為
と
手

形
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
説
明
し

ま
す
。

　
手
形
の
振
出
・
裏
書
・
支
払

　
手
形
の
「
振
出
」
は
、
約
束
手
形

を
作
成
し
て
こ
れ
を
受
取
人
に
交
付

す
る
行
為
で
、
手
形
に
記
載
さ
れ
た

金
額
の
支
払
義
務
の
負
担
を
目
的
と

す
る
手
形
行
為
で
す
。

　
「
裏
書
」
は
、
手
形
を
他
の
人
に

譲
渡
す
る
た
め
に
、
手
形
の
裏
側
に

記
名
押
印
す
る
行
為
で
す
。
支
払
期

日
ま
で
待
っ
て
支
払
い
を
受
け
て
も

良
い
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
早
く
資

金
化
し
た
い
場
合
や
同
手
形
を
他
の

債
務
の
支
払
に
充
て
た
い
場
合
に
、

裏
書
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
行
為
は
、
裏
書
譲
渡
さ
れ
た

人
が
さ
ら
に
他
の
人
に
裏
書
を
し
て
、

手
形
を
転
々
譲
渡
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
最
後
の
手
形
所
持
人
が
、

手
形
上
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に

は
、
受
取
人
＝
第
１
裏
書
人
→
被
裏

書
人
＝
第
２
裏
書
人
→
被
裏
書
人
＝

第
３
裏
書
人
→
被
裏
書
人
＝
手
形
所

持
人
と
い
う
よ
う
に
、「
裏
書
の
連

続
」
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
支
払
」
は
、
手
形
所
持
人
が
手

形
振
出
人
に
対
し
、
手
形
を
呈
示
し

て
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、

通
常
は
、
手
形
所
持
人
が
取
引
銀
行

に
手
形
金
の
取
立
を
委
任
し
、
手
形

交
換
所
に
手
形
が
呈
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
振
出

人
に
呈
示
し
た
の
と
同
じ
効
力
を
有

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
支
払
銀
行
に
手
形
を
呈
示

し
手
形
金
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
手
形
の
満
期
日
及
び

こ
れ
に
続
く
２
取
引
日
（
合
計
３
日

間
、
こ
れ
を
「
支
払
呈
示
期
間
」
と

い
い
ま
す
）
な
の
で
、
自
社
の
取
引

銀
行
に
は
早
め
に
取
立
の
依
頼
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
手
形
割
引

　
手
形
の
支
払
期
日
到
来
前
に
資
金

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
、
手
形
を
第
三
者
に
裏
書

譲
渡
し
て
も
良
い
の
で
す
が
、他
に
、

銀
行
に
裏
書
譲
渡
し
て
、
支
払
期
日

前
に
現
金
化
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

「
手
形
割
引
」
と
い
い
ま
す
。

　
銀
行
は
、
支
払
期
日
ま
で
の
金
利

や
費
用
（
割
引
料
）
を
差
し
引
い
た

金
額
を
手
形
所
持
人
に
交
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
手
形
の
振
出
人
や
割
引
依

頼
人
の
信
用
度
や
手
形
サ
イ
ト
（
振

出
日
か
ら
支
払
期
日
ま
で
の
長
さ
）

な
ど
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
割
引
を
し

て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

　�

一
般
債
権
（
売
掛
金
な
ど
）
に
比

し
て
の
手
形
の
メ
リ
ッ
ト

　
第
１
は
、
支
払
の
確
度
が
高
い
こ

と
で
す
。
一
般
債
権
は
期
日
に
支
払

い
が
な
く
て
も
債
務
者
に
特
に
不
渡

処
分
の
よ
う
な
制
裁
措
置
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、手
形
が
支
払
わ
れ
な
い
と
、

債
務
者
（
振
出
人
）
は
、
手
形
不
渡

り
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
倒
産
と
い

う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
６

か
月
以
内
に
２
回
の
不
渡
り
を
出
す

と
「
銀
行
取
引
停
止
処
分
（
不
渡
処

分
）」と
な
り
、
す
べ
て
の
銀
行
と
の

取
引
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
手
形
振
出
人
は
、
手

形
支
払
に
懸
命
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
◇　
　
　
　
　
　
◇

　
第
２
は
、
権
利
の
譲
渡
が
し
や
す

い
こ
と
で
す
。
一
般
債
権
を
譲
渡
す

る
に
は
、
債
権
譲
渡
通
知
を
発
す
る

な
ど
債
権
譲
渡
手
続
が
必
要
で
す
が
、

手
形
の
場
合
は
、
裏
書
を
す
れ
ば
良

い
の
で
、
簡
単
に
行
う
こ
と
が
出
来

ま
す
。

　
　
　
◇　
　
　
　
　
　
◇

　
第
３
は
、
債
務
者
が
代
金
を
支
払

わ
な
い
場
合
に
つ
い
て
で
す
。
一
般

債
権
の
場
合
は
通
常
の
訴
訟
を
起
こ

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
早
く
て
も
半

年
、
通
常
は
１
年
近
く
、
あ
る
い
は

も
っ
と
時
間
が
か
か
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、手
形
の
場
合
は
、

手
形
訴
訟
と
い
う
迅
速
な
手
続
が
利

用
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
１

〜
３
か
月
の
う
ち
に
判
決
を
と
り
、

仮
執
行
が
で
き
ま
す
。
裁
判
で
の
証

拠
は
、
原
則
と
し
て
手
形
そ
の
他
の

文
書
（
伝
票
、
領
収
書
な
ど
）
に
限

ら
れ
、
審
理
の
迅
速
化
が
は
か
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
判
決
に
は

必
ず
仮
執
行
宣
言
が
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
同
宣
言
に
基
づ
い
て
の
仮
執
行

に
よ
り
金
銭
の
回
収
が
早
期
に
実
現

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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